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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物に添付された識別用荷札に付与した固有情報を、該識別用荷札を読み取るリーダから
受信して、その受信した固有情報から識別用荷札を添付した物を特定することにより所定
の処理を実行するシステムで用いられるリーダＩＤ制御装置であって、
　同一のリーダに割り付けられる異なるＩＤと、それらのＩＤをリーダに割り付けるため
の条件である割付条件との対応関係について記述し、かつ、それらのＩＤが、リーダに本
来的に割り付けられたＩＤ部分と、その割付条件に応じて定義されて、そのＩＤ部分に付
加する形で割り付けられたＩＤ部分とで構成されるリーダＩＤ割付ルールを記憶する記憶
手段と、
　上記記憶手段に記憶されるリーダＩＤ割付ルールの中から、処理実行の設定情報により
指定される割付条件の指すリーダＩＤ割付ルールを特定する手段と、
　上記特定したリーダＩＤ割付ルールに従って、識別用荷札を読み取る同一のリーダに対
してＩＤを割り付ける手段と、
　上記割り付けたＩＤとその割り付け先となったリーダが読み取った識別用荷札の固有情
報とを対応付けて出力する手段とを備えることを、
　特徴とするリーダＩＤ制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のリーダＩＤ制御装置において、
　上記割付条件が、上記システムの処理モードで記述されるように構成されることを、
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　特徴とするリーダＩＤ制御装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のリーダＩＤ制御装置において、
　上記割付条件が、上記システムを利用するユーザのＩＤで記述されるように構成される
ことを、
　特徴とするリーダＩＤ制御装置。
【請求項４】
　物に添付された識別用荷札に付与した固有情報を、該識別用荷札を読み取るリーダから
受信して、その受信した固有情報から識別用荷札を添付した物を特定することにより所定
の処理を実行するシステムで用いられるリーダＩＤ制御方法であって、
　同一のリーダに割り付けられる異なるＩＤと、それらのＩＤをリーダに割り付けるため
の条件である割付条件との対応関係について記述し、かつ、それらのＩＤが、リーダに本
来的に割り付けられたＩＤ部分と、その割付条件に応じて定義されて、そのＩＤ部分に付
加する形で割り付けられたＩＤ部分とで構成されるリーダＩＤ割付ルールを記憶する記憶
手段に記憶されるリーダＩＤ割付ルールの中から、処理実行の設定情報により指定される
割付条件の指すリーダＩＤ割付ルールを特定する過程と、
　上記特定したリーダＩＤ割付ルールに従って、識別用荷札を読み取る同一のリーダに対
してＩＤを割り付ける過程と、
　上記割り付けたＩＤとその割り付け先となったリーダが読み取った識別用荷札の固有情
報とを対応付けて出力する過程とを備えることを、
　特徴とするリーダＩＤ制御方法。
【請求項５】
　請求項４に記載のリーダＩＤ制御方法において、
　上記割付条件が、上記システムの処理モードで記述されるように構成されることを、
　特徴とするリーダＩＤ制御方法。
【請求項６】
　請求項４に記載のリーダＩＤ制御方法において、
　上記割付条件が、上記システムを利用するユーザのＩＤで記述されるように構成される
ことを、
　特徴とするリーダＩＤ制御方法。
【請求項７】
　請求項４ないし６のいずれか１項に記載のリーダＩＤ制御方法をコンピュータに実行さ
せるためのリーダＩＤ制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物に添付された識別用荷札に付与した固有情報を、識別用荷札を読み取るリ
ーダから受信して、その受信した固有情報から識別用荷札を添付した物を特定することに
より所定の処理を実行するシステムで用いられるリーダＩＤ制御装置およびその方法と、
そのリーダＩＤ制御方法の実現に用いられるリーダＩＤ制御プログラムとに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のバーコードシステムの一例を挙げると、下記の非特許文献１に記載されるように
、スーパーなどのレジのリーダで商品のバーコードを読み取り、会計を行ったり、売り上
げ情報をセンタで管理し、マーケティングに利用したりしている。その際、読み取った場
所を特定するために、リーダのＩＤが用いられている。
【０００３】
　また、従来のＲＦタグシステムの一例が、下記の非特許文献２に記載されている。この
従来のＲＦタグシステムは、ＲＦタグリーダと、読み取りを制御して読み取った情報を振
り分ける役目をするＳavant と、読み取った情報を保管するＰＭＬサーバ（非特許文献２
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に記載される EPC Information Serviceに組み込まれている）とから構成されている。
【０００４】
　このような構成を有する従来のＲＦタグシステムはつぎのように動作する。ここで、前
処理として、ＲＦタグ内にＩＤ情報を書き込んで、商品などへ添付しておくものとする。
また、ＲＦタグリーダにもリーダＩＤを付与しておくものとする。
【０００５】
　すなわち、まず、ユーザがＲＦタグリーダにＲＦタグの付いた商品をかざすと、ＲＦタ
グ内のＩＤが読み取られ、Ｓavant で処理される。このとき、ＲＦタグリーダのリーダＩ
Ｄも読み取られる。このリーダＩＤについては、ＲＦタグリーダの接続されたＰＣに保管
されており、ＲＦタグリーダ起動時に読み込まれる。続いて、Ｓavant からＰＭＬサーバ
へＲＦタグ内のＩＤ情報とその他の情報（読取時刻やリーダＩＤなど）が保管される。
【０００６】
　このような手順でＰＭＬサーバ内に保管された情報は、アプリケーションなどで以下の
ように利用される。
【０００７】
　すなわち、あるアプリケーションは、例えば“商品ＩＤが００１０番の商品”などとい
うように、ＰＭＬサーバへＩＤ情報検索の依頼を行う。これを受けて、ＰＭＬサーバは、
受け取った検索条件に合う情報を検索し、アプリケーションに返却する。これを受けて、
アプリケーションは、受け取った情報から、あらかじめ保持してあるリーダＩＤと場所情
報との対応を見てＲＦタグリーダの場所を特定し、現在その商品がどこにあるのかを表示
する。
【０００８】
　このように、従来のＲＦタグシステムでは、ＲＦタグリーダに固有のリーダＩＤを付与
し、そのリーダＩＤを元にＲＦタグが読み取られた場所を特定するようにしている。これ
によって、物の流通経路や農産物のトレーサビリティ情報を取得している。
【非特許文献１】「TOSHIBA TEC CORPORATION 」,"http://www.tec.jp/catalog/vol00.ht
ml"
【非特許文献２】「4.1 EPC Network Software Architecture Components」,"http://www
.epcglobalinc.org"
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来技術の持つ問題点は、バーコードリーダやＲＦタグリーダなどのリーダは一つの場
所で、一つの用途にしか使用できないということである。
【００１０】
　その理由は、現状のシステムでは、一つのリーダに対して固定のリーダＩＤを付与して
いるためである。
【００１１】
　例えば、入荷と出荷の検品を行うためのＲＦタグＩＤを用いたシステムでは、リーダＩ
Ｄは固定であるから、物理的な場所は一箇所であっても、物の流通経路を正確に取得する
ために、入荷と出荷の作業を別々のＲＦリーダで記録する必要がある。
【００１２】
　従って、現状のＲＦタグＩＤを用いたシステムでは、入荷用に利用するＲＦタグリーダ
と出荷用に利用するＲＦタグリーダとを別々に用意して、それぞれ別々の固有のリーダＩ
Ｄを付与する必要がある。
【００１３】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであって、ＲＦタグやバーコードなどのよう
な識別用荷札を物に添付し、リーダを使って、その識別用荷札に付与された固有情報を読
み取り所定の処理を実行するという構成を採るときにあって、一つのリーダを複数の用途
に利用できるようにすることで、従来技術の持つ問題点の解決を図る新たなリーダＩＤ制
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御技術の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
  この目的を達成するために、本発明のリーダＩＤ制御装置は次のような構成を採る。
　すなわち、本発明のリーダＩＤ制御装置は、物に添付された識別用荷札に付与した固有
情報を、その識別用荷札を読み取るリーダから受信して、その受信した固有情報から識別
用荷札を添付した物を特定することにより所定の処理を実行するシステムで用いられると
きにあって、（１）同一のリーダに割り付けられる異なるＩＤと、それらのＩＤをリーダ
に割り付けるための条件である割付条件との対応関係について記述するリーダＩＤ割付ル
ールを記憶する記憶手段と、（２）記憶手段に記憶されるリーダＩＤ割付ルールの中から
、処理実行の設定情報により指定される割付条件の指すリーダＩＤ割付ルールを特定する
特定手段と、（３）特定手段の特定したリーダＩＤ割付ルールに従って、識別用荷札を読
み取る同一のリーダに対してＩＤを割り付ける割付手段と、（４）割付手段の割り付けた
ＩＤとその割り付け先となったリーダが読み取った識別用荷札の固有情報とを対応付けて
出力する出力手段とを備えるように構成する。
　このように構成される本発明のリーダＩＤ制御装置では、記憶手段が、同一のリーダに
割り付けられる異なるＩＤと、それらのＩＤをリーダに割り付けるための条件である割付
条件との対応関係について記述するリーダＩＤ割付ルールを記憶するので、特定手段は、
記憶手段に記憶されるリーダＩＤ割付ルールの中から、処理実行の設定情報により指定さ
れる割付条件の指すリーダＩＤ割付ルールを特定する。
　例えば、入荷や出荷というシステムの処理モードで割付条件が記述されている場合に、
特定手段は、処理実行の設定情報が入荷の処理モードであることを指定している場合には
、記憶手段に記憶されるリーダＩＤ割付ルールの中から、入荷の処理モードを割付条件と
するリーダＩＤ割付ルールを特定し、また、処理実行の設定情報が出荷の処理モードであ
ることを指定している場合には、記憶手段に記憶されるリーダＩＤ割付ルールの中から、
出荷の処理モードを割付条件とするリーダＩＤ割付ルールを特定するのである。
　また、システムを利用するユーザのＩＤで割付条件が記述されている場合に、特定手段
は、処理実行の設定情報がユーザＡであることを指定している場合には、記憶手段に記憶
されるリーダＩＤ割付ルールの中から、そのユーザＡを割付条件とするリーダＩＤ割付ル
ールを特定するのである。
　この特定処理を受けて、割付手段は、特定手段の特定したリーダＩＤ割付ルールに従っ
て、識別用荷札を読み取る同一のリーダに対してＩＤを割り付ける。
　次に、このように構成される本発明のリーダＩＤ制御装置についてさらに具体的に説明
する。
　本発明のリーダＩＤ制御装置は、物に添付された識別用荷札に付与した固有情報を、そ
の識別用荷札を読み取るリーダから受信して、その受信した固有情報から識別用荷札を添
付した物を特定することにより所定の処理を実行するシステムで用いられるときにあって
、（１）同一のリーダに割り付けられる異なるＩＤとそれらのＩＤの割付条件との対応関
係について記述するリーダＩＤ割付ルールを記憶する記憶手段と、（２）リーダが識別用
荷札を読み取るときに成立する割付条件を取得する取得手段と、（３）記憶手段に記憶さ
れるリーダＩＤ割付ルールの中から、取得手段の取得した割付条件の指すリーダＩＤ割付
ルールを特定する特定手段と、（４）特定手段の特定したリーダＩＤ割付ルールに従って
、識別用荷札を読み取る同一のリーダに対して異なるＩＤを割り付ける割付手段と、（５
）割付手段の割り付けたＩＤとその割り付け先となったリーダが読み取った識別用荷札の
固有情報とを対応付けて出力する出力手段とを備えるように構成する。
【００１５】
　ここで、リーダＩＤ割付ルールに記述される異なるＩＤは、リーダに本来的に割り付け
られたＩＤ部分と、割付条件に応じて定義されて、そのＩＤ部分に付加する形で割り付け
られたＩＤ部分とで構成される。
　また、リーダＩＤ割付ルールに記述される割付条件は、システムの処理モードで記述さ
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れたり、システムを利用するユーザのＩＤで記述されることがある。
【００１６】
　以上の各処理手段が動作することで実現される本発明のリーダＩＤ制御方法はコンピュ
ータプログラムで実現できるものであり、このコンピュータプログラムは、半導体メモリ
などのような適当な記録媒体に記録して提供されたり、ネットワークを介して提供され、
本発明を実施する際にインストールされてＣＰＵなどの制御手段上で動作することにより
本発明を実現することになる。
【００１７】
　このように構成される本発明のリーダＩＤ制御装置では、リーダが物に添付されたＲＦ
タグやバーコードなどで構成される識別用荷札を読み取ると、取得手段は、そのときに成
立する割付条件（記憶手段に記憶されるリーダＩＤ割付ルールの持つ割付条件の中に含ま
れるもの）を取得する。
【００１８】
　例えば、入荷や出荷というシステムの処理モードで割付条件が記述されている場合には
、取得手段は、システムの処理モードを取得することで、そのときに成立する割付条件を
取得するのである。また、システムを利用するユーザのＩＤで割付条件が記述されている
場合には、取得手段は、システムを利用するユーザのＩＤを取得することで、そのときに
成立する割付条件を取得するのである。
【００１９】
　この取得処理を受けて、特定手段は、記憶手段に記憶されるリーダＩＤ割付ルールの中
から、取得手段の取得した割付条件の指すリーダＩＤ割付ルールを特定し、これを受けて
、割付手段は、特定手段の特定したリーダＩＤ割付ルールに従って、識別用荷札を読み取
る同一のリーダに対して異なるＩＤを割り付ける。
【００２０】
　例えば、同一のリーダに対して、入荷という処理モードにあるときには“０００１”と
いうリーダＩＤを割り付け、出荷という処理モードにあるときには“０００２”というリ
ーダＩＤを割り付けるというように、識別用荷札を読み取る同一のリーダに対して異なる
ＩＤを割り付けるのである。
【００２１】
　このとき、識別用荷札を読み取るリーダが複数用意される場合に、全てのリーダに対し
て、入荷という処理モードにあるときには“０００１”というリーダＩＤを割り付け、出
荷という処理モードにあるときには“０００２”というリーダＩＤを割り付けるという割
付方法を用いることも可能であるが、本発明では、リーダに対して本来的に“１０００”
というリーダＩＤが割り付けられている場合に、そのリーダに対して、入荷という処理モ
ードにあるときには“１０００－１”というリーダＩＤを割り付け、出荷という処理モー
ドにあるときには“１０００－２”というリーダＩＤを割り付けるというように、リーダ
に本来的に割り付けられたＩＤ部分と、割付条件に応じて定義されて、そのＩＤ部分に付
加する形で割り付けられたＩＤ部分とで構成されるリーダＩＤを割り付けるようにしてい
る。
【００２２】
　この本発明のリーダＩＤの割付方法に従うと、本来のリーダがどれであるのかというこ
とを識別しつつ、どのような割付条件（処理モードとか利用ユーザなど）で識別用荷札が
読み取られたのであるのかを判断できるようになる。
【００２３】
　このリーダＩＤの割り付けを受けて、出力手段は、割付手段の割り付けたリーダＩＤと
その割り付け先となったリーダが読み取った識別用荷札の固有情報とを対応付けて出力す
る。
【発明の効果】
【００２４】
　以上に説明したように、本発明によれば、ＲＦタグやバーコードなどのような識別用荷
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札を物に添付し、リーダを使って、その識別用荷札に付与された固有情報を読み取り所定
の処理を実行するという構成を採るときにあって、一つのリーダに付与するリーダＩＤを
任意に変更可能とする構成を採ることから、リーダＩＤによってリーダの用途や場所を判
断しているアプリケーションは、一つのリーダを複数の用途に利用することができるよう
になる。
【００２５】
　これにより、入荷用に利用するＲＦタグリーダと出荷用に利用するＲＦタグリーダとを
共用するといったことなどを実現できるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２７】
　図１に、本発明を具備するシステムの全体構成を図示する。
【００２８】
　この図に示すように、本発明を具備するシステムは、プログラム制御により動作するコ
ンピュータ１と、ＲＦタグ２を読み取るＲＦタグリーダ３と、ＲＦタグ情報を保管するＲ
Ｆタグ情報保管サーバ４とから構成されている。
【００２９】
　ここで、コンピュータ１とＲＦタグリーダ３とはネットワークを介して接続されている
とともに、コンピュータ１とＲＦタグ情報保管サーバ４とはネットワークを介して接続さ
れている。
【００３０】
　図２に、本発明を実現すべく構成されるコンピュータ１の装置構成の一例を図示する。
【００３１】
　この図に示すように、コンピュータ１は、本発明を実現するために、ＲＦタグリーダ制
御手段１０と、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１と、ＲＦタグリーダＩＤ制御
手段１２と、ＲＦタグ情報通知手段１３と、通信手段１４とを備えるように構成される。
【００３２】
　このＲＦタグリーダ制御手段１０は、ＲＦタグリーダ３を制御することでＲＦタグ２に
付与された情報（ＩＤや温度などの情報。以下、ＩＤ情報と総称する）を読み取る。ＲＦ
タグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１は、ＲＦタグリーダ３に割り付けるリーダＩＤを
決定するためのＲＦタグリーダＩＤ制御ルールを保管する。ＲＦタグリーダＩＤ制御手段
１２は、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１に保管されるＲＦタグリーダＩＤ制
御ルールに従って、ＲＦタグリーダ３のリーダＩＤを決定する。ＲＦタグ情報通知手段１
３は、ＲＦタグリーダ制御手段１０により読み取られたＲＦタグ２のＩＤ情報と、そのＩ
Ｄ情報の読取時刻などと、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２により決定されたリーダＩＤ
とを通信手段１４を利用して、ＲＦタグ情報保管サーバ４に送信する。
【００３３】
　図３に、このように構成されるコンピュータ１の実行するフローチャートの一例を図示
する。次に、このフローチャートに従って、本発明の動作について詳細に説明する。
【００３４】
　コンピュータ１は、図３のフローチャートに示すように、先ず最初に、ステップ１０で
、ＲＦタグリーダ３を制御することでＲＦタグ２のＩＤ情報を読み取る。
【００３５】
　続いて、ステップ１１で、図２では省略した時計を参照することで、そのＩＤ情報を読
み取ったときの時刻を取得する。ここで、この読取時刻についてはＲＦタグリーダ３が取
得して通知してくることもある。
【００３６】
　続いて、ステップ１２で、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１に保管されるＲ
ＦタグリーダＩＤ制御ルールに従って、ＩＤ情報の読み取りを実行したＲＦタグリーダ３
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のリーダＩＤを決定する。
【００３７】
　続いて、ステップ１３で、ステップ１０で読み取ったＩＤ情報と、ステップ１１で取得
した読取時刻と、ステップ１２で決定したＲＦタグリーダ３のリーダＩＤとをＲＦタグ情
報として、ＲＦタグ情報保管サーバ４に送信して、処理を終了する。
【００３８】
　このようにして、本発明では、図４に示すような形態に従って、ＲＦタグ情報が収集さ
れてＲＦタグ情報保管サーバ４に保管されることになる。
【００３９】
　すなわち、作業者がＲＦタグリーダ３にＲＦタグ２をかざすと（ステップＡ１）、ＲＦ
タグリーダ制御手段１０は、ＲＦタグ２のＩＤ情報を読み取ってＲＦタグ情報通知手段１
３に通知する（ステップＡ２）。続いて、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、ＲＦタグ
リーダＩＤ制御ルール保管手段１１から、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルールを読み込む（ス
テップＡ３）。
【００４０】
　続いて、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、その読み込んだＲＦタグリーダＩＤ制御
ルールに従って、ＩＤ情報を読み取ったＲＦタグリーダ３のリーダＩＤを決定して、それ
をＲＦタグ情報通知手段１３に通知する（ステップＡ４）。
【００４１】
　続いて、ＲＦタグ情報通知手段１３は、ＲＦタグリーダ制御手段１０から通知を受けた
ＩＤ情報と、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２から通知を受けたリーダＩＤと、その他の
情報（読取時刻など）とをまとめる（ステップＡ５）。
【００４２】
　続いて、ＲＦタグ情報通知手段１３は、通信手段１４を利用して、そのとりまとめた情
報（ＲＦタグ情報）をＲＦタグ情報保管サーバ４へ送信する（ステップＡ６）。
【００４３】
　これを受けて、ＲＦタグ情報保管サーバ４は、送信されたきたＲＦタグ情報をサーバ内
に保管する（ステップＡ７）。
【００４４】
　このようにして、本発明では、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１に保管され
るＲＦタグリーダＩＤ制御ルールに従って、ＩＤ情報を読み取ったＲＦタグリーダ３のリ
ーダＩＤを決定するように構成されていることから、一つのＲＦタグリーダ３に複数のリ
ータＩＤを割り付けることができるようになる。
【００４５】
　これから、リーダＩＤによってＲＦタグリーダ３の用途や場所を判断しているアプリケ
ーションは、一つのＲＦタグリーダ３を複数の用途に利用することができるようになるの
である。
【実施例１】
【００４６】
　次に、実施例に従って、本発明の動作について具体的に説明する。
【００４７】
　第１の実施例では、ＲＦタグ２を添付した商品を入荷する場合と出荷する場合とで、そ
のＲＦタグ２のＩＤ情報を読み取る同一のＲＦタグリーダ３に対して、異なるリーダＩＤ
を割り付けることを実現する。
【００４８】
　この第１の実施例は、図５に示すように、コンピュータ１と、ＲＦタグ２のＩＤ情報を
読み取るＲＦタグリーダ３と、ＲＦタグ情報保管サーバ４とがネットワークを介して接続
されるシステムで実現されることになる。
【００４９】
　ここで、第１の実施例では、ＲＦタグ２にＩＤ情報はすでに書き込まれており、これを
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添付した商品の入荷と出荷の作業を行うことを想定している。この際、入荷用のＲＦタグ
リーダ３と出荷用のＲＦタグリーダ３とは同じ物を利用するが、リーダＩＤは用途によっ
て分けるものとする。
【００５０】
　さらに、コンピュータ１には、上述したＲＦタグリーダ制御手段１０／ＲＦタグリーダ
ＩＤ制御ルール保管手段１１／ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２／ＲＦタグ情報通知手段
１３が実装されたプログラムと、これを利用するアプリケーション（入荷用アプリケーシ
ョン、出荷用アプリケーション）とがインストールされているものとする。
【００５１】
　さらに、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１には、図６に示すようなＲＦタグ
リーダＩＤ制御ルールがインストール時に記述されているものとする。そして、これらの
ＲＦタグリーダＩＤ制御ルールは、コンピュータ１内にファイルとして保管されており、
ＯＳによって適切なアクセス制御がなされているものとする。
【００５２】
　ここで、本発明では、リーダに対して、リーダに本来的に割り付けられたＩＤ部分と、
割付条件に応じて定義されて、そのＩＤ部分に付加する形で割り付けられたＩＤ部分とで
構成されるリーダＩＤを割り付けるようにしているが、図６に示すＲＦタグリーダＩＤ制
御ルールでは、説明の便宜上、「入荷」という処理モードにあるときには、ＲＦタグリー
ダ３に対して“０００１”というリーダＩＤを割り付けるということについて記述し、「
出荷」という処理モードにあるときには、ＲＦタグリーダ３に対して“０００２”という
リーダＩＤを割り付けるということについて記述している。
【００５３】
　図７及び図８に、第１の実施例を実現するためにコンピュータ１が実行するフローチャ
ートの一例を図示する。次に、このフローチャートに従って、第１の実施例の動作につい
て詳細に説明する。
【００５４】
　作業者は、第１の実施例に従う場合には、入荷用アプリケーションを利用して、ＩＤ情
報が書き込まれたＲＦタグ２の添付された商品を読み取って入荷処理を行うとともに、出
荷用アプリケーションを利用して、ＩＤ情報が書き込まれたＲＦタグ２の添付された商品
を読み取って出荷処理を行うことになる。
【００５５】
　これから、コンピュータ１は、作業者からアプリケーションの起動要求があると、図７
及び図８のフローチャートに示すように、先ず最初に、ステップ２０で、入荷用アプリケ
ーションの起動要求であるのか否かを判断して、入荷用アプリケーションの起動要求であ
ることを判断するときには、ステップ２１に進んで、入荷用アプリケーションを起動し、
続くステップ２２で、処理モードを「入荷」と設定する。
【００５６】
　この後、作業者は、ＲＦタグリーダ３にＲＦタグ２をかざして、そのＲＦタグ２を添付
した商品の入荷処理を要求してくる。
【００５７】
　これから、コンピュータ１は、続いて、ステップ２３で、作業者からＲＦタグ２のＩＤ
情報の読取要求が発行されたのか否かを判断し、ＩＤ情報の読取要求が発行されないこと
を判断するときには、ステップ２４に進んで、作業者から入荷処理の終了要求が発行され
たのか否かを判断して、入荷処理の終了要求が発行されたことを判断するときには、処理
を終了し、入荷処理の終了要求が発行されないことを判断するときには、ステップ２３に
戻って、作業者からＲＦタグ２のＩＤ情報の読取要求が発行されるのを待つ。
【００５８】
　一方、ステップ２３で、作業者からＲＦタグ２のＩＤ情報の読取要求が発行されたこと
を判断するときには、ステップ２５に進んで、ＲＦタグリーダ３を制御することでＲＦタ
グ２のＩＤ情報を読み取り、続くステップ２６で、時計を参照することで、そのＩＤ情報
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を読み取ったときの時刻を取得する。
【００５９】
　続いて、ステップ２７で、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１に保管されるＲ
ＦタグリーダＩＤ制御ルールの中に含まれる処理モードが「入荷」のときのＲＦタグリー
ダＩＤ制御ルールに従って、ＩＤ情報の読み取りを実行したＲＦタグリーダ３のリーダＩ
Ｄを決定する。具体的には、図６に示すＲＦタグリーダＩＤ制御ルールに従って、ＲＦタ
グリーダ３に対して“０００１”というリーダＩＤを割り付けることを決定するのである
。
【００６０】
　続いて、ステップ２８で、ステップ２５で読み取ったＩＤ情報と、ステップ２６で取得
した読取時刻と、ステップ２７で決定したリーダＩＤとをＲＦタグ情報としてＲＦタグ情
報保管サーバ４に送信してから、ステップ２３に戻って、作業者から次のＲＦタグ２のＩ
Ｄ情報の読取要求が発行されるのを待つ。
【００６１】
　一方、ステップ２０で、作業者の起動要求が入荷用アプリケーションの起動要求でない
ことを判断するとき、すなわち、出荷用アプリケーションの起動要求であることを判断す
るときには、ステップ２９に進んで、出荷用アプリケーションを起動し、続くステップ３
０で、処理モードを「出荷」と設定する。
【００６２】
　この後、作業者は、ＲＦタグリーダ３にＲＦタグ２をかざして、そのＲＦタグ２を添付
した商品の出荷処理を要求してくる。
【００６３】
　これから、コンピュータ１は、続いて、ステップ３１で、作業者からＲＦタグ２のＩＤ
情報の読取要求が発行されたのか否かを判断し、ＩＤ情報の読取要求が発行されないこと
を判断するときには、ステップ３２に進んで、作業者から出荷処理の終了要求が発行され
たのか否かを判断して、出荷処理の終了要求が発行されたことを判断するときには、処理
を終了し、出荷処理の終了要求が発行されないことを判断するときには、ステップ３１に
戻って、作業者からＲＦタグ２のＩＤ情報の読取要求が発行されるのを待つ。
【００６４】
　一方、ステップ３１で、作業者からＲＦタグ２のＩＤ情報の読取要求が発行されたこと
を判断するときには、ステップ３３に進んで、ＲＦタグリーダ３を制御することでＲＦタ
グ２のＩＤ情報を読み取り、続くステップ３４で、時計を参照することで、そのＩＤ情報
を読み取ったときの時刻を取得する。
【００６５】
　続いて、ステップ３５で、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１に保管されるＲ
ＦタグリーダＩＤ制御ルールの中に含まれる処理モードが「出荷」のときのＲＦタグリー
ダＩＤ制御ルールに従って、ＩＤ情報の読み取りを実行したＲＦタグリーダ３のリーダＩ
Ｄを決定する。具体的には、図６に示すＲＦタグリーダＩＤ制御ルールに従って、ＲＦタ
グリーダ３に対して“０００２”というリーダＩＤを割り付けることを決定するのである
。
【００６６】
　続いて、ステップ３６で、ステップ３３で読み取ったＩＤ情報と、ステップ３４で取得
した読取時刻と、ステップ３５で決定したリーダＩＤとをＲＦタグ情報としてＲＦタグ情
報保管サーバ４に送信してから、ステップ３１に戻って、作業者から次のＲＦタグ２のＩ
Ｄ情報の読取要求が発行されるのを待つ。
【００６７】
　このようにして、第１の実施例では、ＲＦタグ２を添付した商品を入荷する場合と出荷
する場合とで、そのＲＦタグ２のＩＤ情報を読み取る同一のＲＦタグリーダ３に対して、
異なるリーダＩＤを割り付けることを実現するのである。
【００６８】
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　次に、図２に示したコンピュータ１の備える各手段が第１の実施例における入荷処理の
ときにどのような処理を行うのかについてまとめる。
【００６９】
　（１）入荷用アプリケーションを起動する。
　（２）入荷用アプリケーションは、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２に対して、処理モ
ードを「入荷」とするよう依頼する。
　（３）これを受けて、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、処理モードを「入荷」と設
定する。
　（４）ＲＦタグリーダ３が商品に添付されているＲＦタグ２を読み取る。
　（５）これを受けて、ＲＦタグリーダ制御手段１０は、ＲＦタグ２のＩＤ情報を読み取
り、ＲＦタグ情報通知手段１３に通知する。
　（６）さらに、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保
管手段１１からＲＦタグリーダＩＤ制御ルールを読み込む。
　（７）続いて、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、読み込んだＲＦタグリーダＩＤ制
御ルールを参照して、処理モードが「入荷」であるリーダＩＤ“０００１”をＲＦタグリ
ーダ３のリーダＩＤと決定して、それをＲＦタグ情報通知手段１３に通知する。
　（８）これを受けて、ＲＦタグ情報通知手段１３は、ＲＦタグ２のＩＤ情報とＲＦタグ
リーダ３のリーダＩＤとその他の情報（読取時刻など）とをまとめる。
　（９）続いて、ＲＦタグ情報通知手段１３は、とりまとめた情報（ＲＦタグ情報）をネ
ットワークを利用してＲＦタグ情報保管サーバ４に送信する。
　（10）これを受けて、ＲＦタグ情報保管サーバ４は、受け取ったＲＦタグ情報をサーバ
内に保管する。
【００７０】
　一方、出荷処理のときには、上述の（１）～（３）／（７）の手順は下記に示すものと
なる。
【００７１】
　（１')出荷用アプリケーションを起動する。
　（２')出荷用アプリケーションは、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２に対して、処理モ
ードを「出荷」とするよう依頼する。
　（３')これを受けて、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、処理モードを「出荷」と設
定する。
  （７')続いて、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、読み込んだＲＦタグリーダＩＤ制
御ルールを参照して、処理モードが「出荷」であるリーダＩＤ“０００２”をＲＦタグリ
ーダ３のリーダＩＤと決定して、それをＲＦタグ情報通知手段１３に通知する。
【００７２】
　以上に説明した手順により、第１の実施例に従うと、入荷と出荷の手続きを行った後の
ＲＦタグ情報保管サーバ４の内部には、図５中に示すようなＲＦタグ情報が保管されるこ
とになる。
【００７３】
　このように、ＲＦタグ情報保管サーバ４には、入荷と出荷とで別々のリーダＩＤが記録
、保管されることになる。
【００７４】
　したがって、第１の実施例によれば、従来では別々のＲＦタグリーダ３で処理すべきで
あった入荷と出荷の処理を、一つのＲＦタグリーダ３で行うことができるようになる。
【００７５】
　このことから分かるように、本発明によれば、一つのＲＦタグリーダ３を複数の用途に
利用することができるようになる。
【実施例２】
【００７６】
　次に、第２の実施例に従って、本発明の動作について具体的に説明する。
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【００７７】
　第２の実施例もまた、ＲＦタグ２を添付した商品を入荷する場合と出荷する場合とで、
そのＲＦタグ２のＩＤ情報を読み取る同一のＲＦタグリーダ３に対して、異なるリーダＩ
Ｄを割り付けることを実現するものであるが、第２の実施例では、図９に示すように、商
品が通過すると反応するセンサ１とセンサ２とをＲＦタグリーダ３の傍らに設置して、商
品を入荷する場合には、センサ１が商品を検知してＲＦタグリーダ制御手段１０に検知信
号を送り、商品を出荷する場合には、センサ２が商品を検知してＲＦタグリーダ制御手段
１０に検知信号を送ることで、商品の入荷と出荷とを自動検知するというシステムを想定
している。
【００７８】
　ここで、第２の実施例では、ＲＦタグ２にＩＤ情報はすでに書き込まれており、これを
添付した商品の入荷と出荷の作業を行うことを想定している。この際、入荷用のＲＦタグ
リーダ３と出荷用のＲＦタグリーダ３とは同じ物を利用するが、リーダＩＤは用途によっ
て分けるものとする。
【００７９】
　さらに、コンピュータ１には、上述したＲＦタグリーダ制御手段１０／ＲＦタグリーダ
ＩＤ制御ルール保管手段１１／ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２／ＲＦタグ情報通知手段
１３が実装されたプログラムと、これを利用するアプリケーション（入荷用アプリケーシ
ョン）とがインストールされているものとする。
【００８０】
　さらに、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１には、図１０に示すようなＲＦタ
グリーダＩＤ制御ルールがインストール時に記述されているものとする。そして、これら
のＲＦタグリーダＩＤ制御ルールは、コンピュータ１内にファイルとして保管されており
、ＯＳによって適切なアクセス制御がなされているものとする。
【００８１】
　ここで、本発明では、リーダに対して、リーダに本来的に割り付けられたＩＤ部分と、
割付条件に応じて定義されて、そのＩＤ部分に付加する形で割り付けられたＩＤ部分とで
構成されるリーダＩＤを割り付けるようにしているが、図１０に示すＲＦタグリーダＩＤ
制御ルールでは、説明の便宜上、センサ１が商品を検知する「入荷」という処理モードに
あるときには、ＲＦタグリーダ３に対して“０００１”というリーダＩＤを割り付けると
いうことについて記述し、センサ２が商品を検知する「出荷」という処理モードにあると
きには、ＲＦタグリーダ３に対して“０００２”というリーダＩＤを割り付けるというこ
とについて記述している。
【００８２】
　図１１及び図１２に、第２の実施例を実現するためにコンピュータ１が実行するフロー
チャートの一例を図示する。次に、このフローチャートに従って、第２の実施例の動作に
ついて詳細に説明する。
【００８３】
　作業者は、第２の実施例に従う場合には、入出荷用アプリケーションを利用して、ＩＤ
情報が書き込まれたＲＦタグ２の添付された商品を読み取って入荷処理を行うとともに、
ＩＤ情報が書き込まれたＲＦタグ２の添付された商品を読み取って出荷処理を行うことに
なる。
【００８４】
　これから、コンピュータ１は、作業者からアプリケーションの起動要求があると、図１
１及び図１２のフローチャートに示すように、先ず最初に、ステップ４０で、入出荷用ア
プリケーションを起動する。
【００８５】
　この後、作業者は、商品を入荷する場合には、センサ１の側から商品を入荷して、ＲＦ
タグリーダ３にＲＦタグ２のＩＤ情報を読み取らせて商品の入荷処理を要求し、商品を出
荷する場合には、センサ２の側から商品を出荷して、ＲＦタグリーダ３にＲＦタグ２のＩ
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Ｄ情報を読み取らせて商品の出荷処理を要求してくる。
【００８６】
　これから、コンピュータ１は、続いて、ステップ４１で、センサ検知信号が送られてき
たのか否かを判断し、センサ検知信号が送られてこないことを判断するときには、ステッ
プ４２に進んで、作業者から入出荷処理の終了要求が発行されたのか否かを判断して、入
出荷処理の終了要求が発行されたことを判断するときには、処理を終了し、入出荷処理の
終了要求が発行されないことを判断するときには、ステップ４１に戻って、センサ検知信
号が送られてくるのを待つ。
【００８７】
　一方、ステップ４１で、センサ検知信号が送られてきたことを判断するときには、ステ
ップ４３に進んで、そのセンサ検知信号がセンサ１から送られてきたものであるのか否か
を判断して、センサ１から送られてきたものであることを判断するときには、ステップ４
４に進んで、処理モードを「入荷」と設定する。
【００８８】
　続いて、ステップ４５で、ＲＦタグリーダ３を制御することでＲＦタグ２のＩＤ情報を
読み取り、続くステップ４６で、時計を参照することで、そのＩＤ情報を読み取ったとき
の時刻を取得する。
【００８９】
　続いて、ステップ４７で、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１に保管されるＲ
ＦタグリーダＩＤ制御ルールの中に含まれる処理モードが「入荷」のときのＲＦタグリー
ダＩＤ制御ルールに従って、ＩＤ情報の読み取りを実行したＲＦタグリーダ３のリーダＩ
Ｄを決定する。具体的には、図１０に示すＲＦタグリーダＩＤ制御ルールに従って、ＲＦ
タグリーダ３に対して“０００１”というリーダＩＤを割り付けることを決定するのであ
る。
【００９０】
　続いて、ステップ４８で、ステップ４５で読み取ったＩＤ情報と、ステップ４６で取得
した読取時刻と、ステップ４７で決定したリーダＩＤとをＲＦタグ情報としてＲＦタグ情
報保管サーバ４に送信してから、ステップ４１に戻って、センサ検知信号が送られてくる
のを待つ。
【００９１】
　一方、ステップ４３で、センサ検知信号がセンサ１から送られてきたものでないことを
判断するとき、すなわち、センサ検知信号がセンサ２から送られてきたものであることを
判断するときには、ステップ４９に進んで、処理モードを「出荷」と設定する。
【００９２】
　続いて、ステップ５０で、ＲＦタグリーダ３を制御することでＲＦタグ２のＩＤ情報を
読み取り、続くステップ５１で、時計を参照することで、そのＩＤ情報を読み取ったとき
の時刻を取得する。
【００９３】
　続いて、ステップ５２で、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１に保管されるＲ
ＦタグリーダＩＤ制御ルールの中に含まれる処理モードが「出荷」のときのＲＦタグリー
ダＩＤ制御ルールに従って、ＩＤ情報の読み取りを実行したＲＦタグリーダ３のリーダＩ
Ｄを決定する。具体的には、図１０に示すＲＦタグリーダＩＤ制御ルールに従って、ＲＦ
タグリーダ３に対して“０００２”というリーダＩＤを割り付けることを決定するのであ
る。
【００９４】
　続いて、ステップ５３で、ステップ５０で読み取ったＩＤ情報と、ステップ５１で取得
した読取時刻と、ステップ５２で決定したリーダＩＤとをＲＦタグ情報としてＲＦタグ情
報保管サーバ４に送信してから、ステップ４１に戻って、センサ検知信号が送られてくる
のを待つ。
【００９５】
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　このようにして、第２の実施例では、センサ１，２の検知信号に従って商品の入荷であ
るのか出荷であるのかを自動検出するようにして、ＲＦタグ２を添付した商品を入荷する
場合と出荷する場合とで、そのＲＦタグ２のＩＤ情報を読み取る同一のＲＦタグリーダ３
に対して、異なるリーダＩＤを割り付けることを実現するのである。
【００９６】
　次に、図２に示したコンピュータ１の備える各手段が第２の実施例における入荷処理の
ときにどのような処理を行うのかについてまとめる。
【００９７】
　（１）入出荷用アプリケーションを起動する。
　（２）入荷の場合には、商品はセンサ１の方向から入荷されることになる。
　（３）これから、センサ１は、商品の通過を検出すると、ＲＦタグリーダ制御手段１０
に検知信号を送る。
　（４）これを受けて、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、処理モードを「入荷」と設
定する。
　（５）ＲＦタグリーダ３が商品に添付されているＲＦタグ２を読み取る。
　（６）これを受けて、ＲＦタグリーダ制御手段１０は、ＲＦタグ２のＩＤ情報を読み取
り、ＲＦタグ情報通知手段１３に通知する。
　（７）さらに、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保
管手段１１からＲＦタグリーダＩＤ制御ルールを読み込む。
　（８）続いて、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、読み込んだＲＦタグリーダＩＤ制
御ルールを参照して、処理モードが「入荷」であるリーダＩＤ“０００１”をＲＦタグリ
ーダ３のリーダＩＤと決定して、それをＲＦタグ情報通知手段１３に通知する。
　（９）これを受けて、ＲＦタグ情報通知手段１３は、ＲＦタグ２のＩＤ情報とＲＦタグ
リーダ３のリーダＩＤとその他の情報（読取時刻など）とをまとめる。
　（10）続いて、ＲＦタグ情報通知手段１３は、とりまとめた情報（ＲＦタグ情報）をネ
ットワークを利用してＲＦタグ情報保管サーバ４に送信する。
　（11）これを受けて、ＲＦタグ情報保管サーバ４は、受け取ったＲＦタグ情報をサーバ
内に保管する。
【００９８】
　一方、出荷処理のときには、上述の（２）～（４）／（８）の手順は下記に示すものと
なる。
【００９９】
  （２')出荷の場合には、商品はセンサ２の方向から出荷されることになる。
　（３')これから、センサ２は、商品の通過を検出すると、ＲＦタグリーダ制御手段１０
に検知信号を送る。
　（４')これを受けて、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、処理モードを「出荷」と設
定する。
  （８')続いて、ＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２は、読み込んだＲＦタグリーダＩＤ制
御ルールを参照して、処理モードが「出荷」であるリーダＩＤ“０００２”をＲＦタグリ
ーダ３のリーダＩＤと決定して、それをＲＦタグ情報通知手段１３に通知する。
【０１００】
　以上に説明した手順により、第２の実施例に従うと、入荷と出荷の手続きを行った後の
ＲＦタグ情報保管サーバ４の内部には、図９中に示すようなＲＦタグ情報が保管されるこ
とになる。
【０１０１】
　このように、ＲＦタグ情報保管サーバ４には、入荷と出荷とで別々のリーダＩＤが記録
、保管されることになる。
【０１０２】
　したがって、第２の実施例によれば、従来では別々のＲＦタグリーダ３で処理すべきで
あった入荷と出荷の処理を、一つのＲＦタグリーダ３で行うことができるようになる。
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【０１０３】
　このことから分かるように、本発明によれば、一つのＲＦタグリーダ３を複数の用途に
利用することができるようになる。
【実施例３】
【０１０４】
　次に、第３の実施例に従って、本発明の動作について具体的に説明する。
【０１０５】
　第３の実施例では、ＲＦタグ読取機能とバーコード読取機能とを持つハンディ型のリー
ダを複数の作業者が共用する形で使用して、ＲＦタグやバーコードを添付した商品の棚卸
を行う場合に、そのリーダに対して、作業者毎に異なるリーダＩＤを割り付けることを実
現する。
【０１０６】
　この第３の実施例は、図１３に示すように、コンピュータ１と、ＲＦタグ読取機能とバ
ーコード読取機能とを持つハンディ型の複合機能リーダ３ａと、ＲＦタグ情報保管サーバ
４とがネットワークを介して接続されるシステムで実現されることになる。
【０１０７】
　ここで、第３の実施例では、ＲＦタグ２にＩＤ情報はすでに書き込まれており、これを
添付した商品や、バーコードの付与された商品が棚に陳列されていることを想定している
。そして、複数の作業者がハンディ型の複合機能リーダ３ａを共用しながら棚卸の作業（
陳列されている商品のＲＦタグ２やバーコードを読み取って、データベースと照合して在
庫管理を行う作業）を行うことを想定している。この際、複合機能リーダ３ａは同じ物を
利用するが、リーダＩＤは作業者によって分けるものとする。
【０１０８】
　さらに、コンピュータ１には、上述したＲＦタグリーダ制御手段１０に相当する複合機
能リーダ制御手段と、上述したＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段１１に相当する複
合機能リーダＩＤ制御ルール保管手段と、上述したＲＦタグリーダＩＤ制御手段１２に相
当する複合機能リーダＩＤ制御手段と、上述したＲＦタグ情報通知手段１３に相当するＩ
Ｄ情報通知手段とが実装されたプログラムと、これを利用するアプリケーション（棚卸用
アプリケーション）とがインストールされているものとする。
【０１０９】
　さらに、複合機能リーダＩＤ制御ルール保管手段には、図１４に示すような複合機能リ
ーダＩＤ制御ルールがインストール時に記述されているものとする。そして、これらの複
合機能リーダＩＤ制御ルールは、コンピュータ１内にファイルとして保管されており、Ｏ
Ｓによって適切なアクセス制御がなされているものとする。
【０１１０】
　ここで、本発明では、リーダに対して、リーダに本来的に割り付けられたＩＤ部分と、
割付条件に応じて定義されて、そのＩＤ部分に付加する形で割り付けられたＩＤ部分とで
構成されるリーダＩＤを割り付けるようにしているが、図１４に示す複合機能リーダＩＤ
制御ルールでは、説明の便宜上、作業者がＡである場合には、複合機能リーダ３ａに対し
て“０００１”というリーダＩＤを割り付け、作業者がＢである場合には、複合機能リー
ダ３ａに対して“０００２”というリーダＩＤを割り付け、作業者がＣである場合には、
複合機能リーダ３ａに対して“０００３”というリーダＩＤを割り付け、作業者がＤであ
る場合には、複合機能リーダ３ａに対して“０００４”というリーダＩＤを割り付けると
いうことについて記述している。
【０１１１】
　さらに、作業者はコンピュータ１で認証を行ってから複合機能リーダ３ａを利用するも
のとし、その認証は棚卸用アプリケーションが行うものとする。
【０１１２】
　図１５に、第３の実施例を実現するためにコンピュータ１が実行するフローチャートの
一例を図示する。次に、このフローチャートに従って、第３の実施例の動作について詳細
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に説明する。
【０１１３】
　作業者は、第３の実施例に従う場合には、棚卸用アプリケーションを利用して、ＩＤ情
報が書き込まれたＲＦタグ２やバーコードの添付された商品を読み取って棚卸処理を行う
ことになる。
【０１１４】
　これから、コンピュータ１は、作業者からアプリケーションの起動要求があると、図１
５のフローチャートに示すように、先ず最初に、ステップ６０で、棚卸用アプリケーショ
ンを起動する。
【０１１５】
　続いて、ステップ６１で、作業者を認証し、続くステップ６２で、複合機能リーダＩＤ
制御ルール保管手段に保管される認証した作業者の複合機能リーダＩＤ制御ルールに従っ
て、複合機能リーダ３ａのリーダＩＤを決定する。例えば、作業者がＡである場合には、
複合機能リーダ３ａのリーダＩＤとして“０００１”というリーダＩＤを決定するのであ
る。
【０１１６】
　この後、作業者は、商品に添付されているＲＦタグ２やバーコードのＩＤ情報を読み取
らせて商品の棚卸処理を要求してくる。
【０１１７】
　これから、コンピュータ１は、続いて、ステップ６３で、作業者からＲＦタグ２やバー
コードのＩＤ情報の読取要求が発行されたのか否かを判断し、ＩＤ情報の読取要求が発行
されないことを判断するときには、ステップ６４に進んで、作業者から棚卸処理の終了要
求が発行されたのか否かを判断して、棚卸処理の終了要求が発行されたことを判断すると
きには、処理を終了し、棚卸処理の終了要求が発行されないことを判断するときには、ス
テップ６３に戻って、作業者からＲＦタグ２やバーコードのＩＤ情報の読取要求が発行さ
れるのを待つ。
【０１１８】
　一方、ステップ６３で、作業者からＲＦタグ２やバーコードのＩＤ情報の読取要求が発
行されたことを判断するときには、ステップ６５に進んで、複合機能リーダ３ａを制御す
ることでＲＦタグ２やバーコードのＩＤ情報を読み取り、続くステップ６６で、時計を参
照することで、そのＩＤ情報を読み取ったときの時刻を取得する。
【０１１９】
　続いて、ステップ６７で、ステップ６５で読み取ったＩＤ情報と、ステップ６６で取得
した読取時刻と、ステップ６２で決定したリーダＩＤとをＲＦタグ情報としてＲＦタグ情
報保管サーバ４に送信してから、ステップ６３に戻って、作業者から次のＲＦタグ２やバ
ーコードのＩＤ情報の読取要求が発行されるのを待つ。
【０１２０】
　このようにして、第３の実施例では、ＲＦタグ２やバーコードを添付した商品を棚卸す
る場合に、そのＲＦタグ２やバーコードのＩＤ情報を読み取る同一の複合機能リーダ３ａ
に対して、作業者毎に異なるリーダＩＤを割り付けることを実現するのである。
【０１２１】
　次に、図２に示したコンピュータ１の備える各手段に相当する手段が第３の実施例にお
ける棚卸処理のときにどのような処理を行うのかについてまとめる。
【０１２２】
　（１）棚卸用アプリケーションを起動する。
　（２）棚卸用アプリケーションは、作業者を認証する（認証方法は、特にここでは問わ
ない。ＩＤとパスワードによるものや、指紋認証などが考えられる）。
　（３）続いて、棚卸用アプリケーションは、認証した作業者の情報を複合機能リーダＩ
Ｄ制御手段に送る。
　（４）これを受けて、複合機能リーダＩＤ制御手段は、複合機能リーダＩＤ制御ルール
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保管手段から複合機能リーダＩＤ制御ルールを読み込み、認証した作業者ＩＤから複合機
能リーダ３ａのリーダＩＤを決定する。
　（５）この後、作業者は、複合機能リーダ３ａで商品に添付されるＲＦタグやバーコー
ドを読み取る。
　（６）これを受けて、複合機能リーダ制御手段は、ＲＦタグ２やバーコードのＩＤ情報
を読み取り、ＩＤ情報通知手段に通知する。
　（７）これを受けて、ＩＤ情報通知手段は、ＲＦタグ２やバーコードのＩＤ情報と、複
合機能リーダ３ａのリーダＩＤと、その他の情報（読取時刻など）とをまとめる。
　（８）続いて、ＩＤ情報通知手段は、とりまとめた情報（ＲＦタグ情報）をネットワー
クを利用してＲＦタグ情報保管サーバ４（ＲＦタグ２やバーコードのＩＤ情報を保管する
）に送信する。
　（９）これを受けて、ＲＦタグ情報保管サーバ４は、受け取ったＲＦタグ２やバーコー
ドのＩＤ情報、リーダＩＤ、読取時刻などの情報をサーバ内に保管する。
【０１２３】
　以上に説明した手順により、第３の実施例に従うと、棚卸の手続きを行った後のＲＦタ
グ情報保管サーバ４の内部には、図１３中に示すようなＲＦタグ情報が保管されることに
なる。
【０１２４】
　このように、ＲＦタグ情報保管サーバ４には、作業者毎に異なるリーダＩＤを使って、
どの作業者がどの商品の棚卸を行ったのかが記録、保管されることになる。
【０１２５】
　したがって、第３の実施例によれば、従来では別々のＲＦタグリーダ３で処理すべきで
あった作業者毎の処理を、一つのＲＦタグリーダ３で行うことができるようになる。
【０１２６】
　このことから分かるように、本発明によれば、一つのＲＦタグリーダ３を複数の使用形
態で利用することができるようになる。
【実施例４】
【０１２７】
　次に、第４の実施例に従って、本発明の動作について具体的に説明する。
【０１２８】
　第４の実施例では、第１の実施例と同様に、ＲＦタグ２を添付した商品を入荷する場合
と出荷する場合とで、そのＲＦタグ２のＩＤ情報を読み取る同一のＲＦタグリーダ３に対
して、異なるリーダＩＤを割り付けることを実現する。
【０１２９】
　第１の実施例と第４の実施例との違いは、ＲＦタグリーダ制御ルールだけであり、その
他の構成については同一である。
【０１３０】
　すなわち、第１の実施例では、図６に示すようなＲＦタグリーダＩＤ制御ルールを使っ
て、「入荷」という処理モードにあるときには、ＲＦタグリーダ３に対して“０００１”
というリーダＩＤを割り付け、「出荷」という処理モードにあるときには、ＲＦタグリー
ダ３に対して“０００２”というリーダＩＤを割り付けるようにしたが、第４の実施例で
は、図１６に示すようなＲＦタグリーダＩＤ制御ルールを使って、入荷という処理モード
にあるときには、ＲＦタグリーダ３に対して“１０００－１”というリーダＩＤを割り付
け、出荷という処理モードにあるときには、ＲＦタグリーダ３に対して“１０００－２”
というリーダＩＤを割り付けるようにしている。
【０１３１】
　すなわち、第４の実施例では、ＲＦタグリーダ３に対して、本来的に“１０００”とい
うリーダＩＤが割り付けられている場合に、そのＲＦタグリーダ３に対して、入荷という
処理モードにあるときには“１０００－１”というリーダＩＤを割り付け、出荷という処
理モードにあるときには“１０００－２”というリーダＩＤを割り付けるというように、
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ＲＦタグリーダ３に本来的に割り付けられたＩＤ部分と、そのＩＤ部分に付加する形で割
り付けられたＩＤ部分とで構成されるリーダＩＤを割り付けるようにしている。
【０１３２】
　このリーダＩＤの割付方法に従うと、本来のＲＦタグリーダ３がどれであるのかという
ことを識別しつつ、どのような処理モードでＲＦタグ２が読み取られたのであるのかを判
断できるようになる。
【０１３３】
　したがって、第４の実施例によれば、第１の実施例と同様に、従来では別々のＲＦタグ
リーダ３で処理すべきであった入荷と出荷の処理を、一つのＲＦタグリーダ３で行うこと
ができるようになる。
【０１３４】
　このことから分かるように、本発明によれば、一つのＲＦタグリーダ３を複数の用途に
利用することができるようになる。
【０１３５】
　以上に説明した実施例では、ＲＦタグ２やバーコードのＩＤ情報を読み取るリーダが一
つであることを想定して、その想定した一つのリーダに対して、例えば、入荷という処理
モードにあるときには“０００１”というリーダＩＤを割り付け、出荷という処理モード
にあるときには“０００２”というリーダＩＤを割り付けるというように、異なるリーダ
ＩＤを割り付けることで説明したが、ＲＦタグ２やバーコードのＩＤ情報を読み取るリー
ダが複数となる場合にも、同一のリーダに対して異なるリーダＩＤを割り付けることにな
る。
【０１３６】
　この場合、全てのリーダに対して、例えば、入荷という処理モードにあるときには“０
００１”というリーダＩＤを割り付け、出荷という処理モードにあるときには“０００２
”というリーダＩＤを割り付けるという方法を用いることも可能であるが、本発明では、
リーダに対して本来的に“１０００”というリーダＩＤが割り付けられている場合に、そ
のリーダに対して、入荷という処理モードにあるときには“１０００－１”というリーダ
ＩＤを割り付け、出荷という処理モードにあるときには“１０００－２”というリーダＩ
Ｄを割り付けるというように、リーダに本来的に割り付けられたＩＤ部分と、割付条件に
応じて定義されて、そのＩＤ部分に付加する形で割り付けられたＩＤ部分とで構成される
リーダＩＤを割り付けるようにしている。
【０１３７】
　この本発明のリーダＩＤの割付方法に従うと、本来のリーダがどれであるのかというこ
とを識別しつつ、どのような条件下（処理モードとか利用作業者など）でＲＦタグ２やバ
ーコードが読み取られたのであるのかを判断できるようになる。
【０１３８】
　また、実施例では、テーブル形式のＲＦタグリーダＩＤ制御ルールを用いることで説明
したが、このテーブル形式のＲＦタグリーダＩＤ制御ルールの規定するルール内容をプロ
グラムの中に組み込んで、プログラムの形で実現することも可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１３９】
　本発明は、物に添付されたバーコードやＲＦタグなどのような識別用荷札に付与した固
有情報（ＩＤなどの情報）を、識別用荷札を読み取るリーダから受信して、その受信した
固有情報から識別用荷札を添付した物を特定することにより所定の処理を実行するという
様々なシステムに適用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１４０】
【図１】本発明を具備するシステムの全体構成図である。
【図２】本発明を実現すべく構成されるコンピュータの装置構成の一例である。
【図３】本発明を具備するコンピュータの実行するフローチャートの一例である。
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【図４】本発明の処理の説明図である。
【図５】第１の実施例のシステム構成と、その処理内容を示す図である。
【図６】第１の実施例で用いられるＲＦタグリーダＩＤ制御ルールの一例である。
【図７】第１の実施例を実現するためにコンピュータが実行するフローチャートの一例で
ある。
【図８】第１の実施例を実現するためにコンピュータが実行するフローチャートの一例で
ある。
【図９】第２の実施例のシステム構成と、その処理内容を示す図である。
【図１０】第２の実施例で用いられるＲＦタグリーダＩＤ制御ルールの一例である。
【図１１】第２の実施例を実現するためにコンピュータが実行するフローチャートの一例
である。
【図１２】第２の実施例を実現するためにコンピュータが実行するフローチャートの一例
である。
【図１３】第３の実施例のシステム構成と、その処理内容を示す図である。
【図１４】第３の実施例で用いられるＲＦタグリーダＩＤ制御ルールの一例である。
【図１５】第３の実施例を実現するためにコンピュータが実行するフローチャートの一例
である。
【図１６】第４の実施例で用いられるＲＦタグリーダＩＤ制御ルールの一例である。
【符号の説明】
【０１４１】
　１　　コンピュータ
　２　　ＲＦタグ
　３　　ＲＦタグリーダ
　４　　ＲＦタグ情報保管サーバ
　１０　ＲＦタグリーダ制御手段
　１１　ＲＦタグリーダＩＤ制御ルール保管手段
　１２　ＲＦタグリーダＩＤ制御手段
　１３　ＲＦタグ情報通知手段
　１４　通信手段
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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